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ⅰ 公共交通の役割

公共交通は人々の幸せを支え、地域の文化を育むものであり、
将来にわたり欠くことのできない社会資本

ⅱ 近江鉄道線の活性化再生に向けた取組

近江鉄道線の価値や役割を共通認識し、他モードへの転換も検討し
たうえで、全線存続を決定

鉄道を安定的かつ持続的に維持存続するため、運営改善(利用促進）
の取組を経て、上下分離方式に移行

協議の過程で明らかになった課題
（鉄道事業者との信頼関係の構築、地域との連携協力体制等）

ⅲ  本県独自の取組

鉄道事業者との連携
まちづくりと一体となった交通ネットワークの整備
地域公共交通を支えるための財源確保の議論
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本日お伝えしたいこと 滋賀県



交通＝文化・経済の発展の源

１．滋賀の発展と交通 滋賀県

JR草津線

ＪＲ湖西線

信楽高原鐵道

近江鉄道京阪電気鉄道

ＪＲ北陸線

ＪＲ琵琶湖線

東海道新幹線

滋賀県は「交通の要衝」として発展！
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信楽高原鉄道

 民間事業者や自治体等により供給され、旅客運送契約の
もとで「誰もが利用できる運送サービス」
■ “地域”公共交通は、乗合バスやタクシー、地域鉄道など、

日々の生活に密着した日常的な移動を支えるサービス

＋ 自家用車等のパーソナルモビリティ

 外出する行為に伴う身体的活動とコミュニケーションの機会創出
⇒ 身体的・精神的健康を増進

×

 教育、福祉、産業、観光など、人々の活動の基盤
 CO2ネットゼロの推進

⇒ 地域の経済的・社会的活力を生み出す

＝ 「交わり、つながる」という根源的欲求を満たすことで、
人々の幸せを支え、地域の文化を育む

『公共交通」とは

「健康しが」

個 人

社 会

２．公共交通の役割 滋賀県
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<近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会決議文 抜粋>
 現状において、地域、年代等を問わず、通勤、通学、日常生活等において幅広く利用されてい
る貴重かつ不可欠な地域公共交通である。

 近江鉄道線は、福祉・医療、教育、商業、観光等様々な分野において多面的な効果を発揮して
いるとともに、地域の歴史・文化を形成してきた象徴ともいえる存在である。

 また、人と人が集い、関わり合う社会的結節点であり、まちのにぎわい創出の核でもある。すな
わち、地域住民にとって代替のない交通機関であるとともに、地域にとっては将来にわたり
欠くことのできない社会資本であり、安全の確保を最優先としつつ、利便性やサービスを向上
させることにより、その魅力や価値はさらに高まる可能性を有している。

 以上を踏まえ、人口減少・超高齢社会においても、県東部地域が魅力と活力を維持し、向上
させながら、持続的に発展していくため、安全の確保を最優先に、近江鉄道線は全線存続す
ることとする。

３．近江鉄道線の価値、可能性 滋賀県

県東部地域の豊かな暮らしを支え、人々の交流や出会いを生み出す、
近江鉄道線を軸とする持続可能な交通ネットワークの実現

令和2年（2020年）3月25日
近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会
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滋賀県

４．近江鉄道線の上下分離に向けた取組について
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－ 地域鉄道の活性化再生に向けた協議における課題と必要な国の関与・支援等 －



(1)協議を開始するまでの課題 滋賀県

① 鉄道事業者と自治体が協議するための組織および協議の旗振り役がいない
 １０市町にまたがる課題であることから、広域自治体である県が事務局となり、勉強会や任意協議会を
開催し、本格的な協議に向けた土台作りを行う。

② 自治体ごとに鉄道の必要性や問題に対する関心度合いに温度差
 市町によって通勤、通学の状況や道路渋滞の状況等もさまざまであり、鉄道の必要性や地域公共交通
の課題が異なる。

③ 自治体が鉄道事業者の利用状況や経営状況等の情報等を有していない
 県市町ともに鉄道事業者に関する情報等を有していないため、問題の緊急度や協議の必要性等を判断
することが難しく、関係者が足並みを揃えて迅速に議論をスタートすることが難しい。

① 協議段階からの国の積極的関与
 国が協議の場の立ち上げ段階から積極的に関与し、国と沿線自治体が一体となって地域公
共交通の課題解決に向けた議論をできる体制を整備。

② 協議における国および沿線自治体の役割の明確化
 各協議関係者の役割や責務等を明確にし、地域が主体的に関わって議論を進めることが
できる仕組みの創設。

③ 鉄道事業者の経営状況や利用状況等の説明責任の明確化
 鉄道事業者と自治体が鉄道事業に関する情報を共有することで、鉄道に対する理解や関心
を高め、鉄道のあり方を地域の課題とする意識づけに寄与。
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必要な国の関与・支援等



(2)協議過程における課題 滋賀県

① 鉄道事業者の情報やデータの入手が難しい
 県市町からの要請に対し、鉄道事業者においてデータ開示の検討、調整に時間がかかり、適時、迅速に
入手することが難しい。

② 鉄道事業者の経営状況等に関する基準や評価指標がない
 鉄道事業者を客観的に評価する基準や指標がないため、行政が住民や議会等に対して事業者の経営
状況等を正しくわかりやすく説明することが難しい。

③ 自治体における鉄道事業、企業会計、企業経営等に精通した職員の不在
 県市町職員が内部補助や減価償却の仕組みなど民間企業の会計や経営の仕組み等について精通して

いないため、鉄道事業者の実状を理解することが困難な状況にある。

① 自治体の要請に基づく鉄道事業者からの情報の開示
 自治体からの要請に対して必要な情報やデータ等を迅速に開示できる制度の創設。

② 鉄道事業者の経営状況等を評価できる基準や仕組みの創設
 地域が共通の認識のもと安心して議論できるよう鉄道事業者の経営状況等を客観的な
基準に基づき評価する仕組みの創設。

③ 鉄道事業に精通した国職員等の派遣
 鉄道事業に精通した職員等を自治体へ派遣し、地域における協議において助言等を行う。
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(3)上下分離方式移行への課題 滋賀県

① 多額の財政負担と税収減等
 鉄道施設の保有管理に伴う多額の財政負担とともに、税の減収や負担増（固定資産税、不動産取得税
等）が生じる。

② 第三種鉄道事業者において必要な人材の確保が困難
 第三種鉄道事業者に配置する輸送の安全に係る責任者（安全統括管理者）を確保をすることが困難。

③ 第二種鉄道事業者（運行事業者）と第三種鉄道事業者（鉄道施設保有管理者）が連携協力し、
円滑な業務運営を行うための体制構築が必要
 上下分離後は、安全を確保し、持続的かつ安定的に鉄道の運行および鉄道施設の保有管理を行うため
には、第二種鉄道事業者と第三種鉄道事業者が適度な緊張関係のもと、相互に情報を共有し、協力し
ながら事業運営していく必要がある。

必要な国の関与・支援等

① 国の財政支援策の拡充等
 国庫補助制度・地方財政措置の拡充、税の優遇制度等の創設。

② 第三種鉄道事業者の輸送の安全の確保および安定的事業運営のための協力、支援
 自治体（第三種鉄道事業者）が安全を確保し、鉄道施設を適切に保有管理できるよう、事業
運営面や技術面に関する指導、助言や、必要な人材の派遣、紹介等を行う仕組みの創設。
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ⅰ 鉄道事業者と自治体との信頼関係の構築

日頃から地域の活性化に向けてコミュニケーションを密にしながら、
顔の見える信頼関係を構築。

ⅱ 鉄道の再生・活性化に向けた地域との協働

鉄道は地域の文化であり、鉄道を通じた地域の活性化に向けて、自治
体と住民等が一体となって鉄道、駅を盛り上げようとする機運の醸成。

ⅲ  国の積極的関与と地域との連携協力体制

鉄道は全国にまたがる基幹交通手段であり、国が積極的に地域と
連携協力し、地域公共交通のあり方を議論。
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鉄道は地域の文化であり、地域と地域住民にとっては将来にわたり維持されるべき
貴重な財産である。このため、まずは鉄道としての活性化再生を目指すことが大前提で
あって、廃線やモード転換等はあくまで最終手段であり、最初からそれを目指した軽々
な議論をされるべきではない。
このことをしっかりと認識をしたうえで、議論を進めることが必要不可欠である。

まとめ（地域において議論を進めるために） 滋賀県



５．JR西日本と連携した取組 滋賀県

〇 平成23年2月 包括的連携協定の締結

【取組項目】
(1) 駅を核としたまちづくり
(2) 駅を中心としたアクセス改善
(3) 低炭素社会の実現と環境保全
(4) 観光・文化の振興・交流 (湖西線サイクルトレイン） （草津線ICOCAエリア拡大）

(5) 子育て支援、青少年の健全育成、高齢者・障がい者支援
(6) 地域の暮らしの安全・安心の確保および災害対策
(7) その他、滋賀・びわ湖ブランドの推進、県民サービスの向上および

地域と鉄道の持続的発展

〇 各線区における利用促進の取組
（１）草津線複線化促進期成同盟会（昭和４１年8月～）

 SHINOBI-TRAINの運行
駅レンタサイクルの整備、沿線住民との連携強化

（２）鉄道を活かした湖北地域振興協議会（平成19年4月～）
 SL北びわこ号の運行（平成7年～令和元年）
 特急北びわこ号の運行（令和4年2月に運行予定も中止）
 駅レンタサイクルの整備

（３）湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会（平成26年8月～）
 強風対策、駅バリアフリー化
 インバウンドの取組（台南旅行博等への出展）

〇 令和3年10月14日 鉄道利用促進プロジェクトチームの発足（滋賀県×JR西日本京都支社）

共通認識 鉄道ネットワークの維持強化のためには、要望するだけでなく、県とＪＲ西日本が「一体」となって
積極的に利用促進に取り組む必要

メンバー 県およびJR西日本の実務者レベルで構成 （座長 交通戦略課長）
取組項目 地域のブランド発信 鉄道利用促進 DX推進 まちづくり推進

令和4年度予算 「全庁で取り組む鉄道利用促進事業」
① 通勤時の交通手段の自家用車から公共交通への転換
② 観光客の鉄道や二次交通の利用促進 等

こ
れ
ま
で
の
取
組

さ
ら
な
る
取
組
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６．滋賀交通ビジョンの見直し 滋賀県

現ビジョン策定（H25）策定後の大きな環境変化
 滋賀県人口が減少に転じる
 近江鉄道線の事業継続が課題として浮上
 自動運転・MaaS等、新たな技術・仕組みの開発
 新型コロナウイルス感染症の拡大

令和５年度を目途に
新たな計画へ見直し

⑤広域的な移動手段
（大量輸送性、速達性、定時性）

④複数の地域拠点
間を結ぶ基幹交通 公共交通軸

公共交通網
②地域と生活の拠点

を結ぶ交通

①集落と地域や生活
の拠点を結ぶ交通

③大学や病院などの
主要施設と生活拠
点を結ぶ交通

公共交通軸
 JR線、地域鉄道線

大量輸送性、速達性、定時制に優れ、広域
移動手段である鉄道線を「交通軸」として
最大限活用

 市町間をまたぐ幹線路線バス
鉄道線を補完する、主に東西方向の広域
移動手段として活用

 地域内路線バス
住民に身近な交通手段で、細かな運行
ニーズに対応できる路線バスを「交通網」の
主たる担い手として最大限活用

 コミュニティバス、デマンド交通等
路線バスを補完する、交通不便地や空白
地における交通手段として活用

公共交通網

滋賀県都市計画基本方針における「拠点連携型都市構造」※の実現

「誰もが、行きたいときに、行きたいところに移動ができる」
地域公共交通ネットワークを構築

※拠点連携型都市構造
地域の核となる拠点間を公共交通で結ぶ、
階層的かつネットワーク化した都市構造
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７．地域公共交通を支えるための税制の導入可能性検討 滋賀県

◎滋賀県税制審議会を設置 （20１９年4月1日）

2021年4月21日 答申

「地域公共交通を支えるための税制について、その導入可能性を検討していくべき」

公共交通を維持・活性化するための仕組みづくり

2021年１１月19日 諮問

「地域公共交通を支えるための税制の導入可能性について」

(3) 税負担を求める場合の税収の使途と課税方式のあり方について

(2) 地域公共交通施策における県と市町の役割分担を踏まえた税負担の考え方に
ついて

(1) 目指すべき滋賀の地域公共交通の姿に向けた税負担の議論のあり方について
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「滋賀交通ビジョンの見直し」と、税制審議会の答申に沿った
「財源確保の議論」を並行して進めていく


